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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 老人福祉計画・介護保険事業計画策定の趣旨 

 

（１）計画策定の背景 

 

  介護保険制度は、超高齢社会における介護問題の解決を図るため、要介護者等を社会全

体で支援する仕組みとして、平成12（2000）年度に創設されました。 

  その施行後、サービスの提供基盤は急速に整備され、サービス利用者は着実に増加する

など、介護保険制度は我が国の高齢期を支える制度として定着してきました。しかしなが

ら、サービス利用者の増加に伴い費用も増大しており、制度の持続性を維持しつつ、高齢

者の生活機能を維持向上させるための介護予防を推進することや、地域での多様な支え合

い活動等も充実していくことが求められています。 

  本町の高齢化率は、令和２（2020）年度の国勢調査で52.2％と県内で最も高く、全国で

も32番目に高いという現状です。高齢化の進展に伴い高齢者の一人世帯や高齢者のみの世

帯も増加しています。 

本町では、平成５（1993）年12月に高齢社会へ的確に対応するための福祉施策を推進す

るため「日南町老人保健福祉計画」を策定し、以後「健やかに老いる」「老いても安心し

て暮らせる町づくり」を柱として、保健・医療・福祉の連携による包括的ケアシステムの

確立と充実を図ってきました。 

  平成12（2000）年度からは、介護保険法により「介護保険事業計画」の策定が保険者に

義務付けられ、３年を１期（第２期計画までは５年を１期として３年ごとに見直し）とす

る事業運営期間ごとに保険給付の円滑な実施に関する計画を立て、運営にあたっています。 

 平成17（2005）年度には、介護保険の持続可能性の観点から介護保険法の大幅な改正が

行われ、予防重視、地域密着型サービスの導入、地域包括支援センターの創設などが行わ

れました。 

平成24（2012）年度には、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう、

地域包括ケアシステムの構築と充実をめざして、包括的継続的に取り組むことが求められ

ました。 

平成26（2014）年度には、持続可能な社会保障制度の確立を図る目的から、効率的か

つ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築による、医療及び介護の

総合的な確保の推進が打ち出されました。この中で、在宅医療・介護の連携推進と併

せ、全国一律の予防給付を地域支援事業に移行し、要支援者等の多様なニーズに応える

制度の改正も行われました。 

平成27（2015）年度には、県下で最も早く「新しい介護予防・日常生活支援総合事

業」に取り組みました。  

本町においては、人口減少の中、また介護・看護人材確保が厳しい状況の中ですが、

全国に先駆けて取り組んできた「地域包括ケアシステム」をさらに充実させ、住み慣れ

た地域で、高齢者が健康でいきいきと暮らせるよう「日南町老人福祉計画及び第９期介
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護保険事業計画」を策定します。 

 

（２）計画の性格 

 

  「老人福祉計画」と「介護保険事業計画」は、高齢者の日常生活を支える計画として、

一体的に策定することが求められています。さらに、介護保険事業の安定的な運営にあた

っては「健康づくり計画」に基づいた若いうちからの健康づくりや予防活動の推進が重要

となります。 

「老人福祉計画」は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に定められた、老

人居宅生活支援事業及び老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画を定める市町村老

人福祉計画にあたるものです。 

  「介護保険事業計画」は、介護保険法（平成９年法律第123号）第117条に定められてお

り、同116条により示された基本指針に即して、３年を１期とする介護保険事業に係る保険

給付の円滑な実施に関する計画を定める「市町村介護保険事業計画」にあたるものです。 

 また本計画は、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図る「日

南町成年後見制度利用促進基本計画」を内包するものとして策定します。 

 

（３）計画の期間 

 

  この計画は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画期間とし、

令和８（2026）年度に見直しを行います。平成12年度から始まった介護保険制度のもとで

は、第９期にあたります。 

  

（４）計画の策定体制 

 

  介護保険事業計画の策定及び変更にあたっては、被保険者の意見を反映させるために必

要な措置を講じることが義務づけられています。 

  この計画の策定・運営については、幅広い関係者の協力を得て地域の実情に応じたもの

とすることが求められることから、介護保険給付費の状況を分析するとともに、令和５年

２月には65歳以上の要介護認定を受けていない人を対象とした「高齢者ニーズ調査」と、

在宅要介護者の介護者を対象とした「在宅介護実態調査」を行い、実態把握に努めました。

この調査結果から得られた高齢者等の声を、計画に盛り込んでいます。 

また、地域包括ケア会議や企画会議において、保健医療福祉の現場スタッフを中心とし

てグループ討議を行い、その意見を計画に反映するよう工夫しました。 

  計画策定にあたっては、被保険者・サービス提供者・保健医療関係者・福祉関係者・学

識経験者などの代表で構成する「日南町介護保険運営協議会」を設置し、検討を行いまし

た。 
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（５）介護保険事業計画に関する基本指針 

 

介護保険法第 116 条において、厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な

確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるこ

ととされています。 

都道府県及び市町村は、基本指針に即して、３年を一期とする都道府県介護保険事業

支援計画及び市町村介護保険事業計画を定めることとされており、基本指針は計画作成

上のガイドラインの役割を果たしています。 

 令和６年１月 19 日に「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針」（令和６年厚生労働省告示第 18 号）が告示されました。 

 

（６）第９期計画の基本指針のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）第９期計画のポイント 

 

 

 

第９期の基本指針において記載を充実する事項として、次の３つがあげられています。 

 

ア 介護サービス基盤の計画的な整備 

  ●地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

  ・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サー

ビス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じ

て介護サービス基盤を計画的に確保していくことが必要 

  ・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的か

つ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

  ・中長期的なサービス需要の見込みを、サービス提供事業者を含め、地域の関係者

と共有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 

 第９期計画期間中には、団塊の世代が全員 75 歳以上となる 2025 年（令和

７年）を迎えることになります。 

 全国で見れば、65 歳以上人口は 2040 年（令和 22 年）を超えるまで、75 歳

以上人口は 2055 年（令和 37 年）まで、85 歳以上人口は 2060 年（令和 42

年）ごろまで増加が続くことが見込まれています。一方で、生産年齢人口は

減少していくことが見込まれています。 

急激に高齢化が進行する地域もあれば、高齢化がピークを超える地域もあ

るなど、人口構成の変化や介護ニーズ等の動向は、地域ごとに異なります。 

地域の実情に応じた、具体的な取り組み内容や目標を、介護保険事業計画

に定めることが重要です。 
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  ●在宅サービスの充実 

  ・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小

規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの

更なる普及 

  ・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設に

よる在宅療養支援の充実 

 

 イ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

  ●地域共生社会の実現 

  ・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るも

のであり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、

地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、

総合事業の充実を推進 

  ・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重

層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担う

ことも期待 

  ・令和６年１月１日に施行された、共生社会の実現を推進するための認知症基本法 

   （令和５年法律第 65 号）に基づき、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の

内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意 

   

  ●デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるた

めの医療・介護情報基盤を整備 

   

  ●保険者機能の強化 

  ・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

   

 ウ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の 

   生産性向上 

  ・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善によ

る離職防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

  ・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進 

   介護の経営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用 

  ・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 
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図１ 2040 年を見据えた介護保険事業計画の策定 

 

   地域包括ケアシステムの深化・地域共生社会への実現 

 

 

 

          令和７（2025）年            令和 22 年（2040）年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）計画の進行管理 

 

  この計画に基づく事業を円滑に推進していくために、サービス供給体制の整備や計画推

進に向けての取り組みなど、介護保険事業計画の運営状況について「日南町介護保険運営

協議会」を中心に進行状況の点検等を定期的に行い、計画の進行管理に努めます。 

 

 

 

２ 日常生活圏域の設定 

 

  日常生活圏域は、高齢者が安心して住み慣れた地域で生活を継続することができるよう

にするために定める区域であり、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条件及び介護サ

ービス提供施設整備状況等の条件を勘案して、市町村が定めることとされています。 

  本町は人口規模も小さく、介護サービス提供施設、医療機関などの社会資源の整備状況

等の社会的条件を勘案し、町全域を１つの日常生活圏域として設定します。 

 

団塊世代が 

75 歳に 

団塊ジュニア 
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（2021～

2023） 

第９期計画 
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令和 

９～11 年度 
（2027～

2029） 

2040 年までの見通し  

第 14 期 
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21～23 年度 
（2039～

2041） 


